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役場からのおしらせ
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■集落座談会・地区座談会を開催

　地域計画の策定を進めるうえで、地域住民と関係者が
話し合いを行うための「協議の場」を設置することが求め
られています。
　令和６年度の初めは、希望のあった集落で座談会を開
催し、ワークショップ形式で計画への記載内容や目標地
図の確認などを行ってきましたが、策定完了までの残され
た期間を考慮して、10 ～ 11 月にかけて地区ごとに座談
会を開催し、その結果をもとに、計画を策定することとし
ました。
　地域計画の策定は、農地のこと、農業のこれからのこ
とを集落・地域内で継続的に話し合っていくための手段で
あり、本来であれば座談会は、集落ごとに開催すべきも
のと考えます。
　このことから、集落座談会は、策定後も積極的に開催
していく予定です。（下記お知らせ②参照）

参 加 者 の 意 見

農地や景観をどのように守っていくの
か、これからも地域での話し合いを
続けていきたい。

地域計画が話し合いの
きっかけになって、み
んなの思いを聞くこと
ができてよかった。

一人ひとりが、それぞれ
できることを担って、み
んなで農地や農村環境
を守っていけたらいいと
思う。

４月から農地を貸し借りする際の
手続きが変わります

お知らせ①

　これまで、農地の貸借は、当事者間の同
意に基づくものと農地中間管理機構（農地
バンク）を通じたものの、いずれかの方法
で行われていましたが、４月以降は、地域
計画の目標地図の実現に向けた取組として、
農地バンクによる貸借に一本化されます。

詳しくは、次号でお知らせします。

お知らせ②

集落座談会を開催します
　策定した地域計画の内容を地域の皆さん
と確認・共有し、必要に応じて修正などを行
いながら、農地や農村環境を守る取組をさ
らに進めていくための機会として、４月から
順次、集落座談会を開催する予定です。
　開催時期などは、集落ごとに改めてお知
らせしますので、多くの参加をお願いします。

山広報R7.3月号.indd   5山広報R7.3月号.indd   5 2025/02/13   9:16:372025/02/13   9:16:37


